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第 4回 日本の経済と税制 
 

（積分：変化の結果はどうなるか） 
 

 
会計と経営のブラッシュアップ 

平成 26 年 4 月 21 日 
山内公認会計士事務所 

 
本レジュメは、次の各書等を参考にさせていただいて作成した。(平成 26 年度税制改正に関する提言 全国法人会総連合) 
(増税凍結こそ財政再建への近道だ 高橋洋一著 2013.9 PHP 研究所刊)(ニッポンの論点 10 高橋洋一著 2013.9 ザイ編集部刊) 
(財務省の逆襲 高橋洋一著 2013.11 刊)(ゼロからわかる微分・積分 深川和久 2010.4 河源社刊) 
 
 

Ⅰ．日本の税制と問題点の改善 
 

 

一体改革という言葉の前に記された「経済社会の変化に対応した」という形容

詞を忘れることなく、消費増税を 1～2 年延長して、民間投資喚起による成長

戦略という「三本目の矢」を実行すべきであった。その後に、規制改革を中核

とした成長戦略の成果による税の増収を図るべきであった。 
 
 
１．法人税率の引下げ 
 

(1)税は成果の配分であることの認識 

損益計算書を見ればよく解る。売上高という経済活動のボリュームが先に

あり、そして付加価値、利益があって、その成果の配分としての税がある。

損益思考を尊重し、税の位置付けを明確に認識すべきである。 
 

(2)法人税率の引下げ 

法人税の実効税率は、平成 23 年の税制改正により 40.69％から 38.01％、

平成 26 年 4 月以降の 35.64％へと引下げられた。 
しかし、世界の法人税率と比較すると、アジア地域 25％、米国 30％以下(予
定)、イギリス 23％、ドイツ 29.48％と税率で 10％に近い高税率である。 
税制(税率)が、他国より不利(高率)である時は、規制の最もたるものである。

また、特別償却等を行う大企業(実効税率 20～25％)との較差も大きい。 
英国と同様な貿易立国を目指す日本経済の成長には大きなハンディとなる。 

 

 

本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります 

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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２．社会保障と税の一体改革 
 
一体改革という言葉の前に記された「経済社会の変化に対応した」とい

う形容詞を忘れてはならない。変化に対応した社会保障制度とは何か、

どういうものか。経済社会の変化に対応した税の改革とは何かを深く考

えて実行すべきである。 
 

(1)社会保障制度のあり方に対する基本的考え方 
 

社会保障の改革とは、負担をいかに抑制し、適正な給付をいかに確保する

かにかかっている。負担の抑制を具体化し実行することができるか否か。

抑制化・重点化・効率化による持続可能な社会保障制度の確立がなければ

財政健全化も達成できない。 
 
(2)消費税引上げに伴う対応措置 
 

(1) 増税は、価格の up であり、消費者は価格 up に対応する収入 up が必要

である。→(給与 up) 
(2) 事業者は、コスト up の圧力であり、そのコストをどのように吸収でき

るかということである。→(景気上昇) 
(1)、(2)とも経済的に解決すべき問題である。 

(3) 併せて、次の項目も必要である。 
① 適正な価格転嫁の円滑化 
② 事業者の事務負担の軽減、税の簡素化など 
③ 景気回復、デフレ脱却の視点 

 

 

３．財政の健全化に向けて 
 

(1)財政健全化目標 
 

デフレを脱却しなければ税の増収は困難であり、将来の経済成長も財政の

健全化も達成できない。財政規律の欠如は、国債への信認を失い長期金利

の急上昇など安定した経済成長は期待できない。 
 
(2)行政改革の徹底 
 

財政改革は歳入増と歳出削減の二方策しかない。税の増収は、経済成長の

成果と考え、先に増税に頼ることは本末転倒である。経済成長と併せて確

実な歳出削減に成功できなければ将来はないということを認識して、経済

成長を図り、社会保障費をはじめ各歳出分野の削減目標を明確にする必要

がある。
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(3)今後の税制改革のあり方 
 

欧州・アジア主要国との税率格差は大きく、今回の増税は社会・経済に重

大な影響を与えることを認識する。今後の増税(増税ゼロを含む)の計画を明

確にするとともに、その経済的、財政的影響額を明確に試算し、国民に示

すべきである。また併せて、試算に対する具体的方策を示し実行すべきで

ある。 
 

 

４．平成 26 年度税制改正 ―デフレ脱却、日本経済再興― 
（異次元の改正と共に新税制の時代に入ることができるか） 

 

(1) H26 税制改正の基本的考え方 

① 法人実効税率の引下げへ向けて 

② 即時償却制度の拡充 

③ 交際費課税の緩和 

④ 課税ベースの拡大 

⑤ 他税目での財源確保 

⑥ 産業構造や事業環境の変化 

⑦ 地方法人課税の偏在是正 

→地方交付税原資 

⑧ 車体課税の見直し 

消費税率 UP→車両取得税の引下げ約 40％ 

グリーン化の促進、重量税のエコカー減税、軽自動車税の UP 

⑨ 赤字継続法人の改革と租税特別措置の縮減 
 

(2) 雇用・所得・消費の拡大 

① 雇用促進税制 

② 雇用拡大促進税制の創設 

③ 復興特別法人税の 1 年前倒し廃止 

④ 大企業の交際費課税の緩和 

⑤ 住宅ローン減税等の拡充 

⑥ 教育資金贈与の非課税措置 
 

(3) 設備投資の促進、企業体質の強化 

① 生産等設備投資促進税制の創設 

② 生産性向上設備投資促進税制の創設 

③ 研究開発税制の拡充国家戦略特区 

④ ベンチャー投資促進税制の創設 

⑤ 事業再編促進税制の創設 

⑥ 沖縄金融特区の抜本的見直し
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(4) 「好循環実現のための経済対策」(12 月 5 日閣議決定)の実行に伴う国費 5 兆 4,956 億円 

① 競争力強化策 1 兆 4,184 億円 

・競争力強化のための投資促進、イノベーション創出等〔4,245 億円〕 

・エネルギーコスト対策〔890 億円〕 

・オリンピック東京大会を契機としたインフラ整備等〔1,011 億円〕 

・地域、農林水産業、中小企業等の活力発揮〔8,037 億円〕 

② 女性・若者・高齢者・障害者向け施策 3,005 億円 

・女性の活躍促進、子育て支援・少子化対策〔1,685 億円〕 

・若者の活躍促進、雇用対策〔822 億円〕 

・高齢者・障害者への支援〔498 億円〕 

③ 復興、防災・安全対策の加速 3 兆 1,274 億円 

④ 低所得者等への影響緩和、駆け込み需要と反動減の緩和 6,493 億円 

・一般の住宅取得に係る給付措置（すまい給付金）〔1,600 億円〕 

・簡素な給付措置（臨時福祉給付金）〔3,420 億円〕 

・子育て世帯に対する臨時特例給付措置〔1,473 億円〕 

⑤ 地方交付税交付金の増〔1 兆 1,608 億円〕、国際分担金等の追加財政需要〔3,636 億円〕 
 

(5) 増税と財政再建 
 

景気の為には「増税はしない」と言うことが必要（小泉首相） 
増税のセオリーとは、経済成長と景気状況に配慮して行う。何故ならば、

税は経済的成果の結果であるから。 
 

(6) 東京オリンピック 
 

政治家は自由化促進、規制緩和に熱心になる。 
羽田国際化、成田特区化、24h 交通、観光地方の特区競争 

 

(7) 法人減税三つの抵抗勢力 
 

① 財務省 
② 特別償却等の恩恵を受ける経団連等大企業 
③ ②と利益を同じにする自民税調 

 

(8) 中小企業の活性化と税制 
 

中小企業の活性化は日本経済のキーポイントである。次のような点につい

て中小企業の活性化を促進すべきである。 
① 税率(消費税率等)を上げる前に需給ギャップの解消と成長(GDP)の軌道化 
② 中小企業の投資促進税制の拡充 (実施) 
③ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (実施) 
④ 交際費課税の見直しの促進 (実施) 
⑤ 租税特別措置の目的の明確化と縮減 
⑥ 法人税率の引下げ 
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５．法人実効税率 
 

 

地域等  2000 年  2013 年  2014 年

→ 
 

  ％      
OECD  33  25    
        
EU15 ヶ国  35  26    
        
アジア 10 ヶ

国 
 28  22    

        
日 本  40.8  38.0  25.0 ？ 
        
韓 国  27.5  24.2  24.2  
        
中 国  33.0  25.0  25.0  
        
イギリス  30.0  23.0  23.0  
        
ドイツ  38.4  29.6    
        
アメリカ  41.0  40.8  30.0  
        
シンガポー

ル 
   17.0  17.0  
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６．アベノミックスと消費税増税 
（全法連税制委員会） 

 
 

H26.02.06 
H25.02.20 
委員会質問 

 
(1) アベノミックスの成否と消費税の成否 
 

(1) アベノミックスは、うまく行くか… 
(オバマは 1 ドル 100 円以上を許すか) 
 

(2) アベノミックスが、うまく行かなかったら… 
 

(3) 消費税は、本当にうまく行くか 
 
 
(2) アベノミックスの 3 本の矢 
 

(1) ①異次元の金融緩和 ②機動的な財政政策 ③民間投資を喚起する経済戦略 
―そして物価上昇率 2％、GDPup を目指す 
 

(2) 第 3 の矢は未だ放たれていない 
 

(3) 物価上昇率 2％は可能か 
 

(4) GDP の増大につながるか 
 
 
(3) 消費増税はうまく行くのか 
 

(1) 転嫁について 
転嫁がうまく行かなかったら、中小企業には強制値引となる 
 

(2) やってしまえば何とかなるのか、それでは無責任 
 

(3) 本来は、経済成長→増税の流れ 
 
 
(4) 税制改正要望に本当に必要なこと 
 

(1) 経済成長、GDP の増大につながるか 

 
(2) 継続して、経済成長の基盤を作れるか 
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(高橋洋一著 バランスシートで考えれば、世界のしくみが分かる から)  
 
(1) 年金が破綻しない理由 

 
(徴収されるべき保険料) (将来給付すべき年金) 

保険料○※  
(出生率に依存) 

弾力的 

責任準備金 
2,000 兆円 

積立金 140 兆円  
 

○※将来にわたって徴収する金額 
 きちんと徴収できれば、将来年金が給付できる 

 
 
 
(2) 政府が倒産しない理由 

 
(資 産) (負 債) H21.3.31 

665 兆円 982 兆円 
 

資産負債差額 
▲317 兆円  

 

 
 
 

この課税権(徴税権)によって、現在、政府に現金がなくとも、将

来にわたる税収が保証されることになりバランスする。 
 

課税権(徴税権) 
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(3) 日銀(国家)が倒産しない理由 
 
 
日銀納付金(税外収入) 
    ↓ 
紙幣を刷っただけで日銀が儲かり、政府に儲けを吸いあげられる

という話 
    ↓ 
シニョレッジ ― 日銀が紙幣を刷ると長期的に 99.8％の発行差

益を得ること。 
 
 
 
(4) 企業が倒産する理由 

 
 
上記に比較して 
(1) 企業の付加価値比率はせいぜい 30％、営業利益率は 2～3％で

ある。 
(2) 付加価値の低さに加えて、企業の資金調達には大きな制約(担

保)がある。 
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７．税制改正と今後の課題 
（財務省主税局 審議官講演 全法連報告） 

 
 

 H26.02.06 
H25.02.19 (1) 
全法連セミナー質問  

 
(1) 今回の税制改正の措置（内側のバランス）で充分か 
 

(1) 消費税増税（国税 10兆円）の及ぼすインパクトをどうするのか 

(2) 所得税、法人税等による緩和措置で対応できるか 
所得税（2 年間の住宅控除、ローン控除、金融税制等） 
法人税（雇用、投資促進税制、特別償却、交際費緩和） 

 
 
(2) 仮に№1 が出来たとしても転嫁の可否（外側のバランス－1） 
 

(1) 実質的な値引の強制を防止することはできるか 

(2) 実効性のある転嫁の為の万全の対策（独禁法等の監視）はあるのか 
(3) 軽減税率の検討は行うべきか、問題は何か 

 

 

(3) 10 兆円の消費増税、国民の痛み（外側のバランス－2） 
 

(1) 財政困難時の国民のしんぼうと考えられるか 

(2) 社会保障の充実は将来の国民的課題である 
(3) 世界の情勢と国の将来を考えれば仕方がないのか 
(4) 実施すれば、それなりに落着くのか 

 
 

        

 

②
実
質
的
な
値
引
強
制 

 ①  
③

10
兆
円
の
消
費
増
税 

 

  
消
費
税
増
税 

所
・
法
緩
和
措
置 

  

    
    
    
    
    
    
   

H26～27 の入口   
        

④民間投資を喚起する成長戦略 
        

 
 
(4) 民間の経済成長の可能性（外側のバランス－3） 
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８．法人税のパラドックスと日本 
（森信茂樹先生 全法連セミナー） 

 
H25.02.19 
全法連セミナー 

(1) 法人税のパラドックスと日本 
 

(1) 1982－2006 年に税率引下げがあった、 
① 世界の法人税率は△20～△60％の減少があった 

日本 △30％ 欧米△30～△40％ 北欧諸国△50～△60％ 
(2) 税収の GDP 比は上昇した、 

② 世界の法人税収の GDP 比は 30～70％増加した 
北欧諸国 50～60％ オーストラリア、ニュージーランド 50％ 韓国、カナダ 40％ 
しかし、日本は△40％減少 

(3) 税収に占める法人税収の割合は上昇した、 
① 法人税収の割合が 30～60％増加 

北欧諸国 50％ オーストラリア、ニュージーランド、カナダ 40～50％ 韓国 20％ 欧米 15％ 
しかし、日本は△30％減少 

(4) 結局は GDP の問題か 
① 日本以外の各国の GDP 成長率 2～3 倍 

税率引下げ △40％引下げ 
結果税収増 2.5 倍×(1－0.4)×税率＝1.5…50％増加 

② 日本の GDP 成長率 1.0 倍 
税率引下げ △30％引下げ 
結果税収減 1.0×(1－0.3)×税率≒0.7…△30％減少 

 
 
(2) スウェーデンは国民負担率(63.9％ 日本 39.9％)が高いのに、GDP 成長が

高いのは何故か？ 
 

(1) 税率でも日本と逆(スウェーデン 46.9％、日本 24.3％)である。経済成長率(00－10
年)はスウェーデンが 2.19、日本は 1.59 である。 

(2) どうして税金が高いのに GDP が成長するのか 
 
 
(3) GDP と法人税収 
 

(1) 法人税収 
＝① 法人税収 

×② 法人の総営業利益 
×③ 経営全体の総営業利益 

GDP 法人の総営業利益 経済全体の総営業利益 GDP 
① 第 1 項 法人の租税負担(実行税率、ETR) 

課税ベースの拡大と多くの国で安定的な傾向を示す 
② 第 2 項 全付加価値の法人部門の割合(share operate section) 

個人から法人へ富のシフトが進んだことを示す 
③ 第 3 項 GDP に占める企業所得の割合(profitability) 

2000 年代に増加し、アントレナーシップの発揮が見られる。 
(2) 法人税のパラドックスは①課税ベースの拡大、②個人から法人所得へのシフト、

③新規起業という 3 つの要因を示している。 
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Ⅲ．消費増税と日本の経済 
 

増税のタイミング、ブレーキとアクセルの踏み方 

 

(疑 問) 

(1) 日本の GDP 成長率の低さの理由 ？ 
1991 年～          0％ 
OECD 計 300％ ユーロ圏 15 ヶ国 200％ アメリカ 150％ 

(2) 法人税のパラドックス ？ 
1982－2006 年の法人税率△減と経済成長 （GDP 比税増収） 
日本△30％ ― 1.0 倍 （△40％） 
欧米△30～△40％ ― 2～3 倍 （30～50％） 
北欧△50～△60％ ― 4 倍 （50～60％） 

(3) 何故デフレ脱却ができなかったか ？ 
(4) 東北の復興 日本再興 … 税金で？ 
(5) 浜田先生 … 3 つのグラフで分かる 日銀 B/S 円高 生産グラフ 
(6) 上記の原因は何か？ 
(7) 一体改革とは 社会保障改革ではないか、増税の理由ではない 

 
 
(順 序) 

現 状  本来のあり方 
    

消費増税 値札を変える  三本の矢 

↓   
 (1)金融 (2)財政 (3)成長戦略 

 意識的な値上    インフレターゲット 給与 up 
 経済活性化 需要喚起 
 日本再興 ↓  

 
売上ダウン  

↓   
消費増税が経済破壊   自然な値上げモード  

  
↓   

   その中で消費増税 
 

消費者 13 兆円の値上 
事業者 コスト up プッシュ、価格競争 13 兆円 
政 府 13 兆円の増収 
―どうして景気を良くするか 
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１．主要税目の税収(国税)  
 

 
 

 
 
上記の図は国税分のみの消費税であり、地方消費税を加味すると約 1.25 倍(現
在 13.5 兆円、将来 27 兆円となる) 
 
経済社会の変化に対応した社会保障と税の一体改革とは、(社会保障の改革と

受取める)思い切った社会保障給付の重点化・効率化と財政再建目標に向けた

具体的な実践であり、税の引上げを許容させるための方便ではない。 
 
大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資喚起による成長戦略という 3 本

の矢とは、つまるところ規制改革であり、デフレ脱却と経営マインドの転換と

は、例えば法人税の実効税率の引下げ等企業の活性化がその中心である。 
 

もしも、過去の明らかな財政政策の誤りからきた歳入不足を一時的に補うため

というだけなら、消費増税はナンセンスである。消費増税、金融・財政政策、

成長戦略、デフレ脱却が、経済の活性化に繋がらなければ、逆に日本経済は大

きく沈み、企業経営は展望を失い、国際比較の上でも大きな地盤沈下を招く。 
一体改革を増税の理由にしてはいけない。結果増税とすべきである。 
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消費税の負担と複雑さ 
 

（９月のごあいさつ） 
 
 

 
平成 25 年 9 月 1 日（日） 

 
 稲妻の去り行く空や秋の風、江戸時代の名横綱「稲妻」の辞世の句だったと思いま

す。今年の夏は雨が少なく雷様や稲妻の活躍が少なかったようです。 
 
10％への消費税増税が、間近に迫っている。平成の初め 19 兆円にまで達した法人

税収は現在 9 兆円弱、26 兆円を超えた所得税収は 14 兆円弱と合せて 20 兆円超も減

少している。今回の増税により、当時 6 兆円程度だった消費税収は 20 兆円となり約

14 兆円の増加となる。それは高度成長の終焉と社会負担の増大を見越し、税収の柱

を直接税から間接税へと移行する政策であったようだが、完全にタイミングを誤った

ようである。 
 
簡素な税ということで、3％から始まった消費税は、益々複雑化している。それは

不公平性と計算の複雑化と事業者の負担の増大にある。 
不公平と言われている点は、病院などの社会保険医療などの非課税売上に対する仕

入控除の制限、輸出免税によるトヨタなど輸出大企業の免税売上による数兆円もの仕

入税額の戻り、事業者免税点制度や簡易課税制度などと言われている。だが、保険診

療報酬に消費税分が含まれているという考えもあり、それなら非課税売上に対する仕

入控除の制限は当然とも言える。輸出免税も、世界各国の扱いと同様であり国際競争

力の面からやむを得ないとも言える。事業者免税点制度なども中小企業に対する施策

と考えれば受入れ難いという訳にもいかない。しかし、消費税の性格の不明確性から

来る事業者間の転嫁のやりにくさや事業者の事務負担の増大などは根本的な問題で、

ほとんど改善はされないままに、むしろ増税によりその負担は増加することが予想さ

れる。 
 
加えて消費税の問題は、計算の複雑さと解りにくさにもある。売上の面からいえば、

課税売上、免税売上、非課税売上、特定収入、その他の対価性のない収入などの多す

ぎる区分である。その結果として、それぞれの売上等に対応する仕入の区分、すなわ

ち仕入控除ができる仕入とできない仕入、不課税となる仕入などが生じ、その区分け

と按分計算は、消費税の計算を専門家でも誤るほどの解りにくさである。 
 
このような計算のやりにくさはさけるべきではないだろうか。例えば、取引を簡単

に課税取引と免税取引にのみ区分するようなことができれば、複雑さは大きく改善さ

れる。免税取引には、従来の非課税取引や特定収入なども分類することとする。そし

て、課税取引になる売上・収入に対してはすべてに課税する。改めた免税取引はゼロ

課税である。同時に課税取引となる仕入はすべて仕入控除を行う。例えば、土地の譲

渡や購入はゼロ課税である。そうすればめんどうな按分や区分けは不要となる。そし

て、非課税売上であった社会保険診療や特定収入であった補助金などにおいては、当

然消費税相当額を加味することなく決定できると考えられる。このようにすることに、

どのような問題や矛盾が生じるであろうか。 
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２．増税と経済成長 
 

 

(H1 1989 年の増税） 0%→3% 

 非正規比率 （ 20％ ） (厚生労働省 賃金措置基本調査) 

(10 人以上民営事業所 6 月分) 

 

(H9.4 1997 年の増税） 3%→5% 

 （ 24％ ） 

 

 

（H26.4 2014 年の増税） 5%→8%、10% 

 

 

 

 

年 度  実質 GDP  前 期 比  賃 金指 数  前 期 比    
  兆円 %  千円 %  増税前 増税後 

1986 (S61)  378.0  2.8  220.6  3.2    

1987 (S62)  396.9  5.0  226.2  2.5  4.8  
1988 (S63)  423.3  6.7  231.9  2.5    
1989 (H1) 

 

441.6 4.3 

 

241.8 4.3   △1.7 
1990 (H2)  467.9 6.0  254.7 5.3   

3.1 
1991 (H3)  478.0 2.2  266.3 4.6   

1992 (H4)  483.1  1.1  275.2  3.3    

年 度  実質 GDP  前 期 比  賃 金指 数  前 期 比    
          

1994 (H6)  490.7  1.1  288.4  2.6    

1995 (H7)  502.8  2.5  291.3  1.0  2.3  
1996 (H8)  520.1  3.4  295.6  1.5    
1997 (H9) 

 

521.3 0.2 

 

298.9 1.1   △1.1 
1998 (H10)  518.4 (-)0.6  299.1 0.1   

1.2 
1999 (H11)  525.7 1.4  300.2 0.5   

2000 (H12)  540.4  2.8  302.2  0.5    

年 度  実質 GDP  前 期 比  賃 金指 数  前 期 比     
           

2011 (H23)  509.3 (-)0.6  296.8  0.2     
2012 (H24)  519.3  2.0  297.7  0.3  1.1  
2013 (H25)  529.4  1.9        

      （ 38％ ）   △1.1～△1.7 
2014 (H26)            
2015 (H27)           △0.6 
2016 (H28)            
2017 (H29)            

 



(追加資料)  24-① 

 

 

財政再建の順序は？ 
 
 

H26.02.24 
 

A→B→C か？ C→B→A か？  
   
   
 
 財政再建 

 

   
   
   
   
増 税 経済活性化 

   
   
   
   
   
   
 歳出削減  
   

 
 
 
(沖縄県法人会連合会 税制改正要望事項等から) 

【新 H25.4.23】 
⑨ 改革できない歳出に対して、国民が直接関与する新たな効率的な方策

を研究すべきである。 
特に地域の目から見た無駄遣いを監視することはより直接的、現場的

な関心となる。納税者の納税のために歳出を判定する、チェックする機

能を納税者に与える。 
 
これは、足元の地方自治体の収支、すなわち、地域のお金の使い方の

問題点を明らかにすることから始め、この理解の下に国の歳出の無駄の

削減を強く訴える必要がある。 

A B 

C 



(追加資料)  24-② 

 

社会保障制度の自立性 
 
 

H26.02.24 
 
 

年金のバランスシート 
 

年金保険料 

(出生率に依存) 
 

将来に渡って徴収 
されるべき保険料 

責任準備金 

(2,000 兆円) 
 

人口､年令構成､国民所得等

から算出される将来の必要額  

現在の積立金(140 兆円)  

 
2010 年 12 月光文社刊 高橋洋一著 「バランスシートで考えれば、世界の仕組が分かる」より  

 
 
 
 
 
 
(那覇法人会での議論) 
 
(1) 保険金は保険料に対して弾力的（不足計算） 
(2) 企業は保険料等の 50％負担（企業の発言） 
(3) 税金の投入時期（計算はして、最後でいいのでは） 
 



(追加資料)  24-③ 

 

那覇法人会税制委員会 
 
 

H26.02.24 
 
 
1. 改革できない歳出に対して、国民が直接関与する効率的な方策を研究

すべきである。 
2. 特に、地域の目から見た無駄使いを監視することは、納税者の直接監

視へと一歩近づく。 
3. 併せて地域(自治体)のお金の使い方を、例えば会社経営の思考法から、

身近にチェックし、全国民で共有する必要がある。 
4. 自治体の予算を使うことは、地域の活性化のためである。使っている

では駄目で、使い方のチェックが必要である。 
5. 会計検査院のチェックは、使った後の無駄の追求で、財政収支のアン

バランスのチェックにはなっていない。 
6. プライマリーバランス、企業で言えば営業利益の黒字化を認識する必

要がある。これが出来なければ会社なら倒産する。 
7. 赤字法人 73％で企業が存続するのはおかしい。この辺の解明と税務の

規律づけが必要である。 
8. 27％の企業が租税特別措置を利用し、実効税率 20％となるとして、

それは経団連的な大企業で、法人会会員は 35％法人税率となっている

のではないか。 
9. 消費税が複数税率となる時は、事務コストが増大するが中小企業の負

担となるのか。 
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３．増税の影響とアベノミックス 
 

 

消費税が 5％に上がると、単純(直線的)には、次のような感じを受ける。 
これは、私の個人的な感想であるが… 
 

 消費増税  受けとめ  結果  望ましい解決策 
        
消費者 5％  13 兆円の 

物価上昇 

(高い買物) 

 消費減少  給与 5％アップ

など収入増加 

        
        
事業者 5％  13 兆円の 

原価アップ圧力 

(高くなる原価) 

(競争激化) 

 収益減少 

又は 

値上げ 

 売価 5％アップ

でも売れる経済

環境 

        

        

政府等 5％  13 兆円の増収  財政支出  増収による財政改革 

     (政治、官の権限増大)   
 
アベノミックスと今回の消費増税が 1997年のような経済失速を招かないため

には、単純に言えば、消費者の給与等のアップ又はアップ期待が必要であり、

また事業者の景気上昇又は上昇期待が必要である。 
 
 
５．増税の影響 
 

 

税率を上げることだけが財政を救済することにはならない。消費増税 3％で社

会的損失は△3％（政府＋3％）で済むのか。 
 
エール大学の浜田宏一先生のご講演によると、消費税が(仮に 5％)増税されて、

それが物価に上乗せされると、当然、消費需要は減退する。即ち、国民全体

の需要を減少させ、国民所得を減少させる。価格メカニズムは、生産者の生

産による販売価格がどれだけかかり、それに消費者がいくら払うかを媒介と

して、資源の分配を能率的にしようとするものである。ところが消費者の支

払った仮に(仮に 5％)が政府の懐に入るとなると消費者のシグナルが生産者に

伝わらなくなる。 
また、生産者のコストも、(仮に 5％)増税でしか消費者に伝わらなくなる。 
このように税(たとえば消費税)は、需要のシグナルと供給のシグナルの間に楔

を設けるのである。消費税の増税率が 5％になると、社会的な損失は 5％では

なく、その増税割合 2 倍(10％÷5%)の 2 乗、つまり 20％(2^2＝4)となるのだ。 
(  )は仮に入れたもの
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これに関して浜田先生は近著（アベノミクスと TPP が創る日本 2013 年 11
月 講談社刊）において、「消費税率引き上げは、カニ（国民）から猿（財務

省）がおにぎりを奪おうとするもの。（中略）国民から今すぐおにぎりを取り

上げ空腹にさせるほどのものではないことは確かです。」と。2 年に渡る日本

の世界に例のない大幅な消費税引上げを（いずれは必要としても）かなり急

激な変化として賛成はされていない。 
 
(5) 社会保障財政の長期見通し 

ＥＵでは、加盟国が 50 年先までの人口に依存する財政支出(社会保障財源

を含む)を予測することによって、財政運営の課題を明らかにする作業が

定期的に行われており、日本においても、社会保障財政の長期見通しを行

ない課題を明らかにする必要がある。現在だけを考えて負担を先送りにす

ると事態はより悪くなることを理解すべきだ。 
 

 

(6) 財政再建の見通し 

消費税 10％で財政再建は出来るかというと、それは全く不可能である。社

会保障給付費は年 103 兆円、その中で△41 兆円が不足している。6 頁にも

あるが、消費税率 5％引上げ分をすべて社会保障財源に回しても、不足分

は尚△17 兆円が不足分となる。 

 

確かに、高齢化が進展する将来に向けて、現在の社会保障負担を先送りす

るのは問題である。しかし、社会保障負担の増も現在の社会情勢の変化の

一つであり、このような変化に対応する抜本的な対策が必要である。27 兆

円もの消費税を社会保障費に投入するとはあきれはてた行為であり、それ

でも足りない社会保障費を課税として消費税の再増税を画するような国

家の将来はない。 

 

人口減少問題もあるが、高齢化問題も重要である。高齢化にもかかわらず、

過去の時代の社会保障制度を維持しようとすることが問題である。△17 兆

円の不足は、増税後の消費税率を更に 7％程度の引上げが必要なのである。 

 

人口減少と高齢化問題を考えると、消費税 17％以上が必要になる。 
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(5) アベノミックスの効果 

ここは消費増税を 1 年ずらして、日本経済にアベノミクス効果を満喫させ

るべきであったと考える。アベノミクス効果の余りにも早すぎる利益分配

ではなかったのか？ 

 

(6) 家計・消費 

① 消費増税は、物価の上昇ということ 

② 従って、給与所得等の増加がなければ解決できない 

 

(7) 企業 

③ 企業にとっては、コストの上昇ということ 

 すなわち、売価（総利益）の低下となる 

④ 従って、売上量が増えなければ解決できない 

⑤ デフレギャップは、まだ 2％程度残っている 

(7)と(8)の矛盾を解決できなければ、景気の上昇はない。 

(7)と(8)の矛盾を解決するとは、雇用と生産を回復することである。それ

ができるか？ 

 

⑥ 浜田教授の著書から(要約) 

価格メカニズムは、生産者の販売価格と消費者の購入価格、即ち需給

のシグナルを通じて資源の配分を能率的にしようとするものである。

ところが、税(消費税)はそのシグナルの間に楔を設けるのである。消

費税が 2 倍になると、社会的損失は 2 倍ではなく、その 2 乗、つまり 4

倍になる。即ち、税には全体のパイを減らす性質がつきものである。 

 

(8) 平成 7 年（1997 年）とどう違うのか 

確かに 1997 年には、○- 9 兆円の財政緊縮等、○- アジア経済危機と○- 金融シ

ステム危機があった。 

しかし、○+ 当時の経済成長率は、平均 2.5％程度はあった。 

 

今回は、○+ 7 兆円の経済政策、○+ 米国経済の回復はある。 

しかし、○- 現在の経済成長率は平均 1.3％にも及ばないし、○- デフレギャ

ップはまだ 2％程度残っている。 

 

これらを見て、両者同程度と見るならば、平成 26 年（2014 年）以降の経

済成長率は 0％以下（マイナス）となると考えられる。 

やはり消費増税は 1 年早すぎたのではないか？ 

 



27-2 
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６.『激動の日本経済、これからどうなる？』 
 (Ｍ評論家の講演を聴いて) 

H25.02.12 
 
(1) H23、デフレ脱却国民会議 

 

エール大学経済学 浜田宏一教授 
グラフ 3 枚①、②、③で世界がわかる。 
デフレを止めることは、簡単に言えば、貨幣供給を増やすことである。 
 
グラフ① 

中央銀行の B/S (資産)を見る ― それは日銀券の発行と比例している。 
リーマンショック時と比較してどうなったか。 

 

  倍   
 イギリス 3.0  米国ではダウ平均が 2 倍 

世界各国で大胆な 
金融緩和が行われたことが解る 

 米国 2.5  
 EU 1.8  
 日本 1.0  ところが、日本では… 
リーマン→ 直後の倍率  

 
 

(2) 日銀は 24/12 になってやっと 7 年振りに総資産がアップした 
 

グラフ② 

   リーマン前  後  
       
  円高 110  80  
       
  ユーロ 状況    
       
 イギリスドル 〃    
      
 車両 1 台 110 万円  80 万円となる大赤字 
  輸出産業は大きな打撃を受けた。 

 
 

(3) 大手メーカーの行動 
 

輸出はすべて赤となるので、企業は国外へ出て行く 
 
③生産グラフ（リーマン後） 
米、欧、英 ゆるやかに落ちる  
   
   

日本  急激な低下が起きた 
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(4) 日本の GDP 成長の 20 年 
 

世界の GDP、1.5～2.0 日本の GDP 長期デフレのため 1.0 
  2015 年  

復興需要の間   
   

   消費増税は危険 
    
   竹中平蔵氏も同意 
   ↓ 
   恐慌におとし入れる 
   避けると 

株価 25,000 円 
  東証 24/12 PBR 0.80 倍 
  欧州 〃 2.00 倍 
 

 
(5) デフレ脱却と銀行危機 

 

① デフレから脱却すると金利が上る。金利が上ると国債の値段が下がる。国債

には大きな含み損が生ずる。 
② 日銀が、金融緩和をいやがるのは、金融機関の経営が痛むからだという理由

もある。 
③ デフレ脱却は、年金の実質減額を生む。現役世代は、デフレ脱却で、給料も

上がるし、リストラリスクも減る。しかし年金生活者は厳しい生活となる。 
 
 

(6) 消費増税と財政再建 
 

① 2010 年に 23.1％だった高齢化率(65 才以上)は、2030 年に 31.8％となる。 
② 2011 年時点の社会保障費の全体は 108 兆円であったが、2030 年には 226 兆

円と倍以上になる。なかでも医療費は 38 兆円から、68 兆円にまで増える。 
③ 2011 年には 44 兆円の歳入不足(ほぼ税収分)であったが、2030 年には 70 兆円

の税収が足りなくなる。 
④ 2030 年には 30％程度の消費税が必要となる。1,000 円のものは、1,400 円と

なる。 
⑤ 1979 年イギリスのサッチャーが、所得税の最高税率を 83％から 60％に引き

下げ、一方、消費税率を 8％から 15％にした。それまでの福祉国家は、一気

に弱肉強食社会となった。 
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７．目的の明確化、消費増税の疑問 
 

 

(1) 消費増税は要するに値上げである 
 

① 疑問 ― 増税から入るのはまずいのではないか？ 

② 疑問 ― 消費が拡大するか？ どれだけ縮少するか？ 

③ 疑問 ― 税収増→歳出増とならないか？ 財政再建は無理？ 

④ 疑問 ― 税収減とならないか？ 成長戦略→税収増ではないか？ 

⑤ 疑問 ― 成長→投資増はどうなる？ 

⑥ 疑問 ― 増税が財政再建につながるか？ 

 

(2) 消費増税という無策の値上げをどう解決する 
 

① 売行が落ちる 経済が萎縮する 

② 価格競争で解決できても企業は持たない 

③ 財政投資で解決できる問題ではない 

④ 転嫁の強制では解決できない問題 

⑤ 値上げは、本来は付加価値のアップ 

 

(3) 増税でデフレは脱却できない 
 

① デフレギャップはまだ 2％ 
② 公共投資による需要創出でデフレを脱却できない 
③ 社会保障財源はどうなる 
④ デフレ脱却、財政再建の良薬は GDP 成長である 

 
(4) 歳出の見直しだけでは財政再建はできない 

企業再建の場合でも、日産の再建の順序を見ればよくわかる 
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カルロス・ゴーンの日産リバイバルプラン 

 
（ 会計にふくらみを 44 ） 

 
 

平成 24 年 12 月 5 日（水） 
 
有名なカルロス・ゴーンの日産リバイバルプランの実行の時の損益計算書は

次の通りである。それはやらなければならないことをやった結果である。 

 

科 目 1998 年度 
(1998/4～1999/3) 

1999 年度 
(1999/4～2000/3) 

2000 年度 
(2000/4～2001/3) 

2001 年度 
(2001/4～2002/3) 

2002 年度 
(2002/4～2003/3) 

 

 十億円 十億円 十億円 十億円 十億円  

売 上 高 6,580 5,977 6,090 6,196 6,829 ③ 
売 上 原 価 4,922 4,570 4,634 4,547 4,872 ①② 
割賦販売利益調整高  0 2 0 1 ―  
売 上 総 利 益 1,659 1,409 1,456 1,650 1,956  
(売上総利益率％) (25.2) (23.6) (23.9) (26.6) (28.6) ② 
販売費及び一般管理費  1,549 1,326 1,166 1,161 1,219 ① 
営 業 利 益 110 83 290 489 737 ④ 
(営業利益率％) (1.7) (1.4) (4.8) (7.9) (10.8)  
営 業 外 収 益 116 62 89 27 61  
営 業 外 費 用 202 146 97 102 88  
経 常 利 益 24 △2 282 415 710 ④ 
(経常利益率％) (0.4) (△0.0) (4.6) (6.7) (10.4)  
特 別 利 益 30 39 88 67 89  
特 別 損 失 55 750 81 118 105  
税金等調整前当期純利益  △1 △713 290 364 695  
法人税、住民税及び事業税  14 41 68 87 113  
法人税等調整額 12 △31 △131 △102 86  
少数株主利益 1 △38 21 7 1  
当 期 純 利 益 △28 △684 331 372 495 ④ 

 

1999 年 3月末日、日産の最高責任者となる 

① 販管費など固定費の削減（歳出削減－出ずるを制す）に着手する 

ルノーとの部品の共通化、購買の共同化、不振工場の閉鎖、子会社の統廃合、

余剰資産の売却、早期退職制度による人員の削減（余剰生産能力の削減） 

② 原価の削減による売上総利益(率)の向上（事業の再構築） 

③ ①、②の後 売上高を上げる（明確なビジョン、従業員のやる気、ブランド力） 

2006 年度の売上高は 10,468 十億円、販売台数は 260 万台から 380 万台へ 

④ 営業利益、経常利益、当期純利益が上がる（Ⅴ字型回復） 

1998 年に 2兆円あった有利子負債を削減、2003 年 6月には全額返済する 

 
会計的に見ると、ゴーン氏の日産再建は、売上をあげることは後にして、先

ず(1)余剰生産能力の削減、(2)事業の再構築、ムダの排除と質の向上で利益を、

その後 (3)売上の拡大により、更に利益の増加を図るという順序であった。 

“60 秒でサッと読めます” 
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Ⅱ．沖縄県法人会連合会の要望の概要（案） 
 

平成 26 年 2 月 8 日 
 

「平成 27 年度 税制改正要望事項」について  
 

  
経済の三要素は、家計、企業、政府である。 
このうち企業は税収の基礎である課税利益を創出、政府と家計は社会的に必要な消

費を行う。その企業の中核をなすものは法人であり、経済の活性化は法人の活性化が

その要になると考える。法人の利益が納税を通じて社会の福利に重要な貢献をする。 
 また、法人は課税利益に対する法人税等を納税するとともに、消費税、源泉徴収所

得税、個人住民税、固定資産税、酒税、自動車関係税等の主要な税について負担者又

は徴収義務者等となっており、その額は国及び地方の全税収の 70％をはるかに越え

ているものと思われる。その法人の立場に立って税制改正に関する提言を行う。 
 
 「分かり易い税制と透明性、税の納得性」  
 
所得・資産・消費のバランスのとれた税制、経済社会の変化と情報化時代に対応し

た簡素で、透明で、社会の活力を養い、国際的に通用し、競争力があり、納税者の納

得のできる税制を確立すべきである。規制緩和の観点からは、税は規制の最もたるも

のであることを理解する。 
税の簡素化と透明性は、税の制定、執行、使途の流れについてわかりやすく、納得

のできる説明をすることによって、納税者の信頼を高めることと理解されたい。 
経済は進化、発展をしており既存の制度はその発展等に応じて柔軟に変化すべきで

あり、社会通念からかけ離れた片寄った税の制定や税の執行を改め、納税者が納得で

きる税の使途を実現すべきである。特定の歳出が既得権化することのないよう受益と

負担の両面からバランスのとれた、社会が必要とする、無駄のない最小限の費用、即

ち透明性のある公共サービスをまかなうための税制を構築して、社会や地域が活力を

高める税環境の整備を図っていただきたい。 
 
 「増税の影響とその対処」 
 
 特に、税の増収は経済的成長の成果であることを理解し、増税に際しては、その経

済的、財政的影響額を明確に試算し、社会的影響を想定すべきである。当然その試算

に対する具体的方策を示し、実行に移すべきである。特に、デフレ脱却を目指す現況

においては、未だ残ると言われている需給ギャップを明確に認識し、対応すべきであ

る。 
 
 東日本大震災に係る復旧・復興に向けた支援策については、財政において対応する

ことが第一である。税は長期的に財政の健全化を支援すべき立場であり、また、現状

において増税はデフレ状態を（流動性の縮小を通じて）更に悪化させるものである。

臨時的な災害に対処するには常日頃の国家の備蓄（無い時は公債）によるべきである。

増税（永久化）と災害対策（一時的対応）を混同して、災害の支援策を増税と取り違

えてはならない。税制の抜本改革は今、絶対に必要であり、以下に述べるところであ

るが、それは平時の国家運営の安定と財政改革のためである。
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１．歳入・歳出 税制・財政 
 

（１）財政健全化（構造問題） 
 

①ここまで悪化した財政の内容と原因(責任)を明確にする 

財政健全化を進めるための第一の道筋は、財政悪化の原因(責任)を明確に認識し、

その上で、対処すべき方針を決めるべきである。 
基本的には、不適切な支出が多く、無駄使いが過ぎたということである。 

 

②現在の経済危機を脱し、景気を回復基調に乗せることを優先課題とし、規制緩和

を進め、現状維持や旧態保全に改革により長期的に財政の再建と社会保障費の改

革を進めなければならない。税の増収は、経済的成果のもたらすものであること

を理解する。 
まず、需要不足を埋めてデフレを解消する方向で企業の強化と経済の活性化に注

力し、長期的には、歳出削減計画(数年間)と適正な公債発行による歳出構造の改善

による財源調達を主とし、安易な公債の発行であってはならない。 
 

③経済危機からの脱出対策は具体的かつ速やかに実施すること 

 企業はモノを売って利益を上げるために存在し、その目的のために人を雇う。企

業や経済を強化し、成長させることが雇用政策(強制ではなく)であることを理解

する。 
(1) 中小企業支援策は経営支援、雇用支援を中心に緊急に大幅に実施すること。 
(2) 中小企業にとって負担過重となっている社会保険制度や雇用労働保険制度に

ついて時限的に負担軽減を図る制度を導入すること。 
 

④日本の政治及び政治家の抜本的な改革の必要性 

日本の政治(家)についても、早急で、適切な規模の改革投資を行う必要がある。 
過去の巨額な国家債務、今回の震災の政治の意思決定の不適切さとタイミングの

問題点を改めなければならない。日本の政治と政治家と現状、責任感と自覚、近隣

諸国との外交交渉力、適切な指導力と説得力、国会議員等の人数について、国民と

して納得のいかない点が多い。 
 
⑤歳出削減を実行した後、景気の回復を確かめ、増税を含め税制の抜本的改革を長

期的展望を持って行う 

税制は長期的な観点の下、税の目的と基本の確立を目指し、目先の人気取り的な

ものや一部優遇、一部配慮や少額で複雑な制度を廃止する。 
 

⑥行政改革と財政改革は一体として推進すること  

(1) 公務員制度の改革は急務である。 
(2) 国、地方に共通する議員定数の縮減とその報酬の見直し。 
(3) 国民福祉が国内において地域間格差のない医療、教育、福祉等の最低限の保

障制度を確立すべきである。 
 
⑦赤字法人比率の改善 

73％もの赤字法人が、法人税を納めることなく存し、本来の税収の 35％が繰越

欠損金等により控除されるのは問題である。 
 

⑧特別措置法の縮減と明確化 

⑦と関連し、利用法人が 30％程度と少ない。利用実態を明確にするとともに、期

限、縮減の明確化が必要である。 
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①「改革とは白紙からの改革」 

歳出の改革は歳出の効率化と削減であり、税金の使い方と使途の改善と節減であ

る。歳入の改革は安定的な歳入を図るための経済の活性化による税制の抜本的改革

である。 
 
 ②基礎的財政収支の赤字半減・黒字化は経済の活性化による税の増収により  

経済の活性化が、結果としての税の増収をもたらすことを特に理解すべきである。 
経済とは経国済民と言われ、稀少性の中で最善の政策によって、社会に最大の富

と幸福を与えることである。 
税率等を引き上げて税の増収を図るという本末転倒で安易な思考ではなく、経済

の活発化と経済成長を図るために必要ならば税率を引下げてでも、企業の活性化を

支援する政策によって、結果としての税の増収を図る工夫を真剣に行うべきである。 
 

③経済の活性化は地域の活性化から  
経済の活性化は机上の計算からではなく、現場、地域から。 
特に地域の活性化が日本経済の再生につながる。地域の活性化とは国民の自助自立

の育成が根本であり、新しい産業の創出であり、雇用の増進である。我が国の経済の

発展と社会と文化の安定を長年にわたり支えてきた中小企業の活性化を支援し、企業

活力の維持と再生に留意した税制を構築することを強く要望する。 
文化は歴史とともに地域社会や経済が支え、形成して来た我が国の物心両面の成果

であり、技術、学問、芸術、道徳等の発展は上からの押し付けだけでは育成、継続で

きるものではなく、経済との両輪と考えるべきである。 
 

 ④経済の活性化には規制緩和と中小企業の活性化が必要 

税は、経済にとって最大の規制であることも認識すべきである。 
 
⑤経済の活性化は企業の活性化を目指す法人税率等の充分な引下げが必要 
 
⑥経済の活性化は、外国よりも優位にある環境技術や資本の活用に集中する必要がある  

 
⑦国債残高の計画的、継続的引き下げ 

国債残高は財政収入を上回る歳出の超過によって招いた結果である。原因を明確に

認識して、後世代のために国家債務の削減の道筋をつけるべきである。 
 

⑧歳出削減は何故できないのか、責任を持って具体的に実行する。  
政治家や公務員は、国の危機と認識しても自己に痛みのある改革は実行すること

は出来ないので国民の監視が必要である。 
国家の課題が解決できないのは政治的指導力の不足が原因である。年金問題、官

僚の天下り、無駄の多い公共事業、進まない地方分権、国家的成長…これらが長い

間改革できないのは何故か。 
ⅰ 政治的優先事項の誤認 
ⅱ 「あれも、これも」の要求を「あれか、これか」に変える指導力不足 
ⅲ 国家財政に対する責任感の欠如 
ⅳ 先送りによる物事の解決 

  それは国家財政のバランスをとることのできない政治家の指導力不足である。 
 

 ⑨改革できない歳出に対して、国民が直接関与する新たな効率的な方策を研究すべ

きである。 

特に地域の目から見た無駄遣いを監視することはより直接的、現場的な関心とな

る。納税者の納税のために歳出を見る、チェックする機能を納税者に与える。 
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（２）社会保障費の財源確保 

 

①社会保障財源の悪化の原因の明確化 

現在、10 兆円を超えるもの赤字国債が社会保障費の財源となっていると言われて

いる。 
社会保障費の財源改革は社会保障制度自体の改革であり、社会保障の自立性の問

題である。税は勿論、他の依存によって社会保障の改革を行うべきものではない。 
このように財源が悪化し、将来の設計が出来ない程になっている原因を明確に認

識し、次世代の負担に対し、充分理解(納得)できる対処を明確にすべきである。 
即ち、誤りを正して再出発する中での負担のあり方を決めるべきである。 

 

②社会保障給付費の改革と今後のレベルの明確化  

中福祉のための中負担は社会保障自体の問題であり、税や他のものに依存すると

いうことではない。それは社会保障自体が自立的に考えるべきである。 
自立した社会保障制度の改革のためには、高福祉高負担の議論も行う必要がある。 

 

③安定的財源の確保  

諸条件を整備した上で、必要な安定財源を確保し、消費税率の引きあげを社会保

障費の財源確保と組み合わせない方向で検討する。 
財政は過去の誤りを認識した歳出削減を第一とし、臨時的には財政支出を充て、

明確な制度設計の下で臨時的な税制による税収を充てることも検討する。 
 

 
①社会保障費と税制の一体改革の矛盾 （中・長期的課題） 

一体改革とは、その形容詞である「経済社会の変化に対応した」という言葉を忘

れることなく、「社会保障の全体改革」という趣旨である。 
現行の負担水準に合わせて、給付水準を見直す。日本はこれから人口構造の変化

に直面する。 
社会保障と税の一体改革が、いたずらに社会保障費の拡大につながってはならな

い。社会保障費に適正な歯止めをかける改革に最低限、税も参画するのである。 
併せて社会保障制度の中にある無駄を徹底して排除する。 
 

②公的年金のあり方（税方式、保険料方式） 
現在の財政方式である「賦課方式」を改め「積立方式」へ変更する必要がある。 
制度を改めた後の財源確保については、過渡的財政支援もやむを得ないが、先決す

べきは制度の改革と将来への展望である。 
 

 ③持続的な社会保障制度の確立 

人口減少、少子高齢化に耐える制度を構築する。 
いたずらに現行の「賦課方式」を維持しようとすることは将来の国家破綻を招き、

解答のない解決を求めることであることを認識する。 
 

 ④公平な世代間の受益と負担                    

平成 26 年 1月の人口推計によれば、日本の全人口は 127 百万人である。そのうち

選挙権のない 19才以下の人口は 22百万人、選挙権のある人口は 104 百万人となる。

選挙権のある人口 104 百万人のうち、60才以上の人口は 41百万人であり、選挙権人

口の約 39％である。 

社会保障費は年金を始め高齢者の受益分が極めて大きい。 

社会保障費の改革において、利害関係者とも言うべき高齢者に対して現役世代の意

見（選挙権シェア）が充分に反映されていないと言わざるを得ない。 
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（３）行財政改革の徹底 
 
①ここまで悪化した財政の内容とその責任の所在を明確にする。 
その上で対処する方針を決める。責任とは決定者の責任と受領者の責任(不当利得)
である。 

 
②無駄の削減の枠組 

行財政改革のポイントは無駄の削減である。 
行財政改革の枠組を税収に見合った、歳出とすることである。 
例えば平成 26 年度一般会計予算(案)で示せば、 
 
(1)国債発行は国債費の範囲内(枠内)とする。 

国債発行 23 兆円 ＝（2）国債費と同額として、 
税 収 50 〃    
税外収入 5 〃 歳入合計 78 兆円  

 
(2)歳出の順序は次の通りとし、社会保障費確保のために無駄を削減する。 

国 債 費 23 兆円    
交付金等 16 〃    
文教科学 5 〃    
公共事業 6 〃    
防 衛 5 〃    
そ の 他 10 〃    
社会保障費 13 〃 歳出合計 78 兆円 31 兆円（18 兆円オーバー） 

 
③歳出の削減  

累積債務の原因は効果のない、国を弱体化させる無駄な財政支出にあったことは明

らかである。歳入の枠内の歳出とするとともにその中で歳出の効率化と削減を実現す

る。 
社会保障費の財源は、先ず社会保障の根本的改革を行ない、その不足分を歳出削減

を柱とした改革により補塡することの議論から始めるべきである。 
 

④財政健全化への道筋、財政再建のヴィジョンを明確にする  

税収が減少傾向の中で1,000兆円とも言われている国家債務を税制等によってど

う解決するか。その債務超過額は、300～500 兆円と考えられる。 

先ずは、現在の赤字と出血（歳出超過）を止めるべきである。 

歳出、歳入の一体改革と趣旨は、歳入に見合った歳出である。歳出の改革は即ち、

社会保障費、議員定数、公務員定数の削減である。また歳入改革については、その

柱となる税の増収は経済の活性化による自然増によって図るべきである。 

「例えば国民の納得を得てこういう風に、国家債務は 1,000 兆円である。歳出は

公債支払 20兆円（除く、利払）も含めて 90 兆円である。歳出を 10兆円上記の項

目で削減すれば 80兆円である。歳入は公債発行を一切行わず税収で 80兆円、その

他で 10兆円とする。その他は国債支払に充てる。税収 80兆円は税制を改革し、簡

素な税目（中・長期的課題②）を中心とする。国家の債務超過額 500 兆円は 10年

程度で解消する」 

現実と差 
41兆円（18兆円オーバー） 
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特に、現在の財政危機は、税収を越える無謀な歳出（支出効果を考えない支出）

により招来されたものであることを銘記し、明確なビジョンの下、財政再建は先ず

歳出削減(赤字を止める、止血)から着手し、目標年次を明確に定め、計画的な財政

運営を行うことから始めるべきである。 
 

⑤しかし、歳出削減だけでは財政再建はできない。税収は結果であり、その要因は

経済である。経済活性化、景気と経済の拡大発展の果実であることを忘れてはなら

ない。 
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 ①無駄の削減 

現在まで累積された国家の債務超過 300～500 兆円の原因は支出された資金が無駄

な支出であったことの証拠である。この無駄の原因、内容を明確にし、解消計画を確

立すべきである。 
これは国民的課題であり、国民一人一人が認識して今後は有効な支出を行うととも

に、累積債務の解消のための努力を行うべきである。 
 
そのためには、次のような点の改革が必要と考えられる。 
(1) 累積された国家債務の原因と責任の明確化（原因は無駄使いである。責任は支

出を行った者である。） 
(2) 社会保障費の改革（本当に有用で、国を維持する社会保障費について再考の必

要がある。） 
(3) 歳出の大幅な改革のための公務員、政治家の員数等の削減（№1 の原因と責任

の明確化） 
(4) 経済の回復と振興に資するための経済政策と税制の再構築（過去の反省と長期

的視野） 
(5) 国民負担のあり方としては小さな政府をめざす必要性の確認。 

 
②分かり易い税制による財政再建  
以上、財政再建の基本「歳出超過の改善、立法者及び行政者の責任、経済と企業

の活性化、地域への支援等」を理解し実施した上で、簡素で低コストな税制を構築

すべきである。 
今や税法の抜本的改革が必要である。経済環境の変化と国家の問題を認識すべき

時期である。 
法人税と所得税と消費税について思い切った簡素化を発想すべきである。 
例えば簡素な税制の考え方として概要を述べると次の通りである。 
所得税については、所得に対して一律 10％の課税とし、計算方法の簡素化と徴税

コストの低減と意欲の出る税制にする。 
次に、法人税については、法人が個人を擬制にして規定されていることから、所

得の有無による不公平をなくし、収益（付加価値等）に一律 5％の課税とし、計算

方法の簡素化と徴税コストの低減と公平な税制とする。 
また、消費税については、国民の消費についてすべて一律 10％の課税とし、計算

方法の簡素化と公平な税制とする。（国税関係） 
 

 

 ③歳出、歳入のバランス感覚を明確にして経済成長の結果である健全な財政の確立

が望まれる。過去の債務分の公債発行は別として、必要な歳出の範囲での税収とい

う認識を高めなければならない。 
 

 ④他人の物を他人の為に使うという歯止めのない行為の対策      

  政治家から見て、税は他人の物（国民が納めたもの）であり、自分のものでない

ため慎重な態度が欠ける。また、他人の為に使う（業界、福祉など）という行為は、

自分にとって痛みのないものである。万年的な歳出超過の原因を明らかにし、それ

を断つ方策が必要である。 

  政治の倫理が特に必要である。 

 

 ⑤歳入庁の構想 

歳入庁による徴収一元化は世界の流れ 
税金(国税庁)＋社会保険料(年金機構)＝歳入庁 
税金(約 10 兆円)や保険料(約 12 兆円)の徴収漏れや不公正の防止 
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２．経済 
 

（１）当面の景気対策、中小企業の活性化 
 

①真の雇用対策の理解 

雇用対策は上からの強制ではできない。真の雇用対策は景気の回復であり、経済の

活性化である。 
今の雇用政策、失業者を減らすために企業に雇用調整給付金を出し、仕事がなくて

も企業に採用を要請したり、失業者に総花的に研修手当を与えるような方法では解決

しない。 
併せて日本経済が過去 20 年間停滞してきた問題点を明らかにすべきである。その

原因は結局、日本企業に対する社会的経済的環境が企業、特に中小企業の発展にブレ

ーキをかけていることである。 
 

②震災の復興と中小企業の活性化 

雇用の改善は中小企業の活性化が最も重要なポイントである。数年間に渡る膨大な

復興需要の中で中小企業の活性化による雇用の改善を位置づけ、中小企業の役割を明

確にすべきである。 
 

（２）企業の国際競争力の強化 
 

①国際競争力と雇用 

国際競争力の強化のためには、(1)輸出競争力を持つとともに、(2)国内への外国企

業の誘致を図ることが必要である。輸出競争力は新製品の開発力であり、政府はその

ための施策を充分に行う必要がある。併せて為替相場の効果的な管理も必要である。 
また、外国企業の誘致については、国内の諸制度、効果的な資源の提供と競争力の

ある税率が必要である。 
 

（３）持続可能な経済成長 （中・長期的課題） 

 
①デフレ不況の克服 

1990 年代の不良債権問題、実質的な景気後退の 2000 年代、売上が上がらず、企業

利益が下がり、雇用、賃金及び税収の落込というデフレギャップがいまだに解消でき

ないのは政府の先送り政策(延命策)の誤りであり、先ずデフレギャップの是正による

産業の構造改革が必要である。 
 

②負の遺産の改善と新しい世代への引継 

日本経済の低成長を解決するための議論と併せて、その議論の主体の変更が最も重

要である。現存の旧態化した指導者、経営層が大幅に交代し、新しい 50 代未満の世

代に重要な地位を譲り、過去の変革期におけるような活躍の場を人為的に与えるべき

である。 
 

③少子化対策と 30代、40 代世代  

現在の子ども手当支給制度を見直し、人口を維持するため、子どもを安心して生み

育てることができるような世代に対する対策を求める。 
 

④世代交代と新しい日本の構想  

それは同時に、現在の 30 代、40 代世代に対して税制、財政の面で充分に支援し、

将来が展望できる生活状態を保証することによって将来の日本を支え得る世代を育

成するということである。 
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３．国と地方のあり方と税制 
 
（１）三位一体の改革（地方への税源委譲等） 

 

①安定的財源の確保 

地方への税財源の移譲を拡大し、国の権限を縮小し、地方の安定財源を充実する。

地方の歳入と歳出の乖離を埋めるために行われている地方交付税交付金について

は、財政需要の拡大を抑制できず、公共サービスによる受益と負担の関係が不明確

であるため縮減の方向で再検討する。 
 

（２）地域間格差（地方の法人課税等） 
 
①「離島特別控除の創設」   
高速道路無料化等は、離島地域への格差を拡大させた。離島航空・船運賃への新た

な助成と、小規模離島の出産、高校教育に係る経費の特別控除や、離島地域の法人税・

所得税・消費税の税率引き下げるか、もしくは、離島特別控除を創設し、税負担の軽

減を図るべきである。 
 
（３）中小企業の活性化と経済対策 
  

 地域重視の視点が必要である。地域における中小企業の活性化なくしては、地域

の再生は望めない。 
  中小企業のニーズは自らの事業の持続と成長である。単なる一過性の金融支援な

どではなく、中小企業の本業を支援できる体制を取ることが中小企業の活性化につ

ながる。 
 
 
（４）地方分権の推進 （中・長期的課題） 

 
①道州制の導入 

行政サービスの便益が及ぶ範囲に行政区域を再編(道州制)し、国と地方の役割分担

を明確にする。 
地方交付税を廃止し地方税の課税は、原則地方の自由とする。税の使途も地方の自

主性を尊重し、地方の公共工事に国が干渉することは廃止すべきである。 
国は、外交、防衛、警察、消防、義務教育、最低限の福祉等のナショナルミニマム

を保障する役割を果たし、地方に干渉しない。 
 

②地域における自立経済の構築 

地方における受益と負担の関係を明確化し、財政運営の自己責任を徹底し、地方の

自立を図る。 
地域は国の救済等を期待せず、自立経済(経営)を構築する。 
 

③地方財政問題  

国と地方の役割分担の明確化と地方への権限委譲 
地方公務員給与の適正化など地方行政のスリム化 

 
 



（（短期的課題）39 

 

４．国税・地方税 
 
（１）法人税 

 
① 法人税の実効税率を 25％以下にすること 

 

②租税特別措置の定期的な見直し等を行うこと  
＜理由＞ 

租税特別措置は、当面の産業、経済、社会的要請等から暫定的に設けられ

るべきものである。例えば、現下の経済から見れば、雇用の促進が経済社会

の重点でありこの一点に集中することが社会の要請に従う。社会の必要性に

速やかに対応して、その必要性の変化に応じて、速やかに見直し、廃止等す

べきである。  
従って最長期間を明確にし、例えば 5 年程度で廃止し、みだりに延長すべ

きではない。  
 

③法人課税の適正化と配当所得への二重課税の廃止を行うこと  
＜理由＞ 
イ 現行の法人課税の方式は、法人擬制説を基礎とし、法人の所得は結局配

当されて所得税が公平に課税されるという想定のもとに全体（法人及び個

人）の所得税が構成されている。従って、所得税の前払である法人税率が

所得税負担を超えることは個人課税のアンバランスにつながり、所得税率

以下に止める必要がある。 

ロ 今、仮に最高税率の部分で、Ａ（個人事業による所得）とＢ（法人形態

事業を経由して得る配当所得）を比較すると、ＢがＡを超えており、結局

これは法人税率が高すぎるか又は配当所得に対して二重課税が行われてい

るということになる。  
 

Ａ、個人事業所得の税率 最高 40％ （国税のみで計算） 
 （この部分の税引手取額 60％） 

Ｂ、法人形態の実効税率 最高 51.25％ （国税のみで計算） 
 

法人税額  100×25.00% ＝25.00……（1） 
配当所得  100－25.00 ＝75.00 
所得税額  75.00×40.0% ＝30,000 
配当控除  75.00×5％ ＝3.75 
所得税額  30,000－3.75 ＝26.25……（2） 
合計税額  25.00＋26.25 ＝51.25……（1）＋（2） 

（この部分の税引手取額 48.75％） 
 
Ｃ、法人の場合の負担の重い額 

 Ｂ－Ａ= 51.25%－40% = 11.25%（負担が重い） 
 

④剰余金の配当について損金算入を認めること  
＜理由＞ 

上記②において、二重課税となっている配当所得について損金算入を認めると次

のようになり、個人事業と法人形態の事業の実効税率が公平になる 
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B′、法人の改訂実効税率 

法人税額  100－100 ＝0……（1） 
配当所得  100  
所得税額  100×40.0％ ＝40.0……（2） 
 （配当控除は認めない） 
合計税額  0＋40.0 ＝40.0……（1）＋（2） 

（この部分の手取額 60％） 
Ｃ′、負担の比較 

B′(60%)－Ａ(60%)= 0（負担は同じ）



（（短期的課題）40 

 

⑤欠損金の繰越控除期間を 15年以上とし、限度額を撤廃すること  
＜理由＞ 
イ 新規事業の立上げや業種転換及び不況時の企業リストラ等を収益で吸収する

には時間と費用を要し、現在の 9 年間の繰越期間では不充分である。 
ロ 諸外国、特に英米等の繰越期間は無期限又は 15 年以上である。 
ハ 課税年度は人為的な区切りにすぎないものであり、その区切りによって計算の

限度期間を設けることは正しくない。 
繰越控除額を繰越控除前の所得金額の 80%とすることは繰越控除の趣旨に反

する。 
 
⑥社会制度として存在する会社制度の中で、同族会社の名の下に差別的な取扱いで

ある留保金課税を廃止すべきである。（法 67）  
＜理由＞ 
「留保した金額に課税する」という制度は、同一所得に 2 重に課税すること

であり、制度の廃止を検討すべきである。 
 

⑨不良債権の償却の弾力化と適正化  
＜理由＞ 

貸倒損失の認定が経済実態と乖離しており、経済実態的な会計処理をし

た企業は有税償却を行わざるを得ない。 
 

⑩交際費に対する課税を廃止すること（法 61 の 4）  
交際費の損金性を否定する租税特別措置としての現行の規定は、大幅に改善す

べきである。 
＜理由＞ 

イ 交際費が企業収益の向上に資し、その結果納税に貢献していることは

明白であり、これの損金性を否定することは法人税の加重、二重課税の

問題も生じ所得課税という法人の課税趣旨からしても問題である。  
ロ 業種により交際費の必要額に差異があり、交際費を多額に要する企業

の法人税負担は他と比較して重くなる。（2 倍～3 倍程度の差が見られ

る）  
ハ 冗費、濫費等、本来、法人が負担すべきではない費用の抑制はその対

象を明確にして、個別に検討すべきであり、交際費の名の下に一括すべ

きではない。  
ニ 定額控除限度額の資本金基準の２倍程度への引上げ。  

昭和 54 年度の改正から 33 年間も経過しており引上げるべきである  
法人の資本金は当時と比較して約 2 倍となっている。  

 
⑪退職給与引当金の損金算入（法 55、令 106） 

＜理由＞ 
イ 退職給与引当金は、労働協約等に基づき計上するものであり、債務の確実性

が高く、会社法上も条件付債務として設定が義務づけられているものである。 
ロ 適正な費用の認識によって、毎期の所得計算を正確ならしめるものであって、

この計上に限度枠を設けそれを更に縮減することは、費用収益対応の原則の趣

旨からも妥当でない。 
ハ 給与等の上昇傾向及び勤続従業員の給付計算である点から見ても 100％計上

が過大計上となることはなく、限度枠を設ける合理的な理由にならない。 
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第 4回 積 分 
 

（極小から大きな形を作る） 
 
 

会計と経営のブラッシュアップ 

平成 26 年 4 月 21 日 
山内公認会計士事務所 

 
次の図書等を参考にさせていただきました。 
（ゼロからわかる微分・積分 2010.4 深川和久著 ベレ出版刊） 
（イラスト図解微分・積分 2009.6 深川和久著 日東書院刊） 
 
 
Ⅰ 身近な積分 
 
 
１．積分の歴史  
 
 
(1)古代エジプトで積分の基礎が築かれた。 

 ↓ 

ギリシャのアルキメデスが更に発展 

 ↓ 

17C のニュートン、ニュートンとライプニッツが微分・積分を発明 

dx
dy

 →y を x で微分することを表す（ライプニッツ） 

 

∫ →インテグラルが付くと積分することを表す（ 〃 ） 

y´f´(x)→´をつけると微分されていることを表す（ラグランジュ） 
 

 

微分→大きなものを小さくして行く 

積分→小さなものから大きな形を得る 
 

 

 

すべて微分・積分がなければ発展しなかった。 
 

コンピュータ、通信、光学機械、テレビ、ラジオ、CD、車、鉄道、飛行機、

建築、経済学、物理学、化学、工学、農学… 

  

本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります  

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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(2)曲線で囲まれた図形の面積の求め方 
 

 （どんどん小さくして行って、加える） 

 

 

境界が曲線である土地 

 
 

① 細長い長方形に細分化する、幅を小さく小さく 

② 上記の土地の中に完全に入る細長い長方形を考え､その面積を計算する 

③ 上記の土地を完全に覆う細長い長方形を考え､その面積を計算する 

答：②と③の幅を出来る限り小さくして行くと②と③は同じ値に近づく 
 

 

④ そして、同じ値となった②又は③を、すべて加えて上記の図形の面積を

得る。即ち、積分とは(細分化したものを)、加えることである。 
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(3)デジタルとは、トビトビで、ギザギザのデータ 
 

アナログ…… なめらかなデータ 
 

デジタル…‥ 点を細かく分解してつなぎあわせたもの。 

 人の耳にはわからないまでに細かくしてつなぎ合せたもの 

 CD は 1 秒間に 44,100 回も細かく区切っている 

 

 積分は、全体量を求めるために、できるだけ細かな細分をして、それを合

計したものである。本来なめらかなアナログデータに似せるために区切り

をできる限り細かくする。 

 

細かくして､アナログのように使い易くする。 

  CD、DVD、地デジ 

 

「微分＝瞬間（一点）の変化を求めること」（引き算）と「積分＝小さなも

のを足し算で全体量を求めること」（足し算）は、互に逆の操作である。 

 

Ａ（教科書の隅の絵）を、Ｂ（ページを動かして）で積分すると、Ｃ（ミ

ルクを注ぐ様子）をが求められる―積分。 

 

Ａ（ミルクを注ぐ様子）を、Ｂ（時間、ページを止めると）で止めると、

Ｃ（ミルクを注ぐ瞬間の姿）が求められる―微分。 

 

すなわち「時間（一点）の変化量」を積分すると「全体量」になって、「全

体量」を微分する(一点で止める)と、「瞬間（一点）の変化量」になる。 
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(4)積分と微分の対照的な特徴 
 

 

積分とは、細かく区切ったものを足し算で全体量を求めること 

―静止画を足し合わせて動画を作る 

 池の面積を求めるために、大小の長方形を足し合わせる 

 過去のデータを組み立てて、分析や測定をする 

 細かな素材を組み立てて、目的のものを作り上げる 
 

 

「微分＝瞬間（1 点）の変化量を求める」 

微分とは、わずかな瞬間や一点の変化量を求める 

―動いているものの一瞬の様子をとらえる 

 減速する電車の止まる勢をとらえる 

 球体の表面の一点で接する平面をとらえる 

 ある時点の変化量が求められれば、その次の動作が予測できる 
 

 

「積分＝少しづつの足し算で全体量を求める」 

 ＡをＢで積分するとＣが求められる 

細かくした点を、つなぎ合せていくと、CD や DVD が生れる、動作、映像、

全体像が求められる。 
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２．人間の思考 

 

 ついつい自己中心になりやすく、自分を含む全体構造の認識に欠ける傾向が

ある。全体を見渡し、全体としての最適化を追い求めるためのシステム思考が

必要である。 

 

 鳥の目と虫の目の関係はそのことを示している。虫の目から見れば小さい直

線の連続であっても、その直線が積り積って、鳥の目で見れば、なめらかなカ

ーブをした曲線となる。 
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３．速度のグラフと位置のグラフ 

 

 速度のグラフ 速度＝
dx
dy

＝
時間

距離
 

y         

距

 

離

 

   y=ax+b（速度、傾き） 

  微分（グラフを描いて、傾きを計算する） 

        

       

       

       

b ax 時間 x      

 

 位置のグラフ 

         

位

 

置

 

   y=ax2+b（面積） 

  積分（グラフを描いて、面積を計算する） 

        

       

       

       

b 時間       

 

 速度が時々刻々変化（速度、位置の変化）しているかの変化率を表わしてい

るのが微分であり、その結果どの位置まできたかを、速度を積分した位が積分

である。 

 F(ݔ) = ∫ ௫ݔ݀(ݔ)݂
  

 x が 0 から x0までの範囲 

 積分の値は、x の関数であるということができる。 

y         

 

   0 から x0までの範囲 

  すなわち面積を表わす 

        

       

       

       

0 X0 x      
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４．積分とは、量のうち「ある型のもの」を扱う 

 

 面積のように、2 つの量を掛け合わせたような型の量のこと、そしてこの量

は変化している。 

 

(1)長方形の面積 （た て）×（ 横 ） 

(2)株の購入総額 （単 価）×（数 量） 

(3)預金の利息 （元 金）×（利 率） 

(4)車の進む距離 （速 度）×（時 間） 

(5)売上総額 （販売数）×（単 価） 
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Ⅱ．積分の計算 
 

 

１． ｎxn-1 を積分すれば xn に戻る 
 

xn →（積分）→ 
1

1
n

xn＋1＋c 

1
1
n

xn＋1＋c →（微分）→ xn 

 （c は積分定数） 
 

y＝x4＋2x3＋4x2＋8x＋16 

     ↓（積分） 

＝
5
1
x5＋

2
1
x4＋

3
4
x3＋4x2＋16x＋c 

 

 

 

 

 

積分の式の特色 

 

①積分は、かけ合わされた長方形のような量を扱う 

②積分は、それらを小さい幅に分けて足し合わせる 

③積分は、誤差をなくすために分ける幅をどんどん小さくする 

∫f(x)dx 
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２． 細かいものを足し合せて全体量を求める 

 

パラパラ漫画のように1枚 1枚の絵を重ねて、足し合せて全体量を求める。 

 

底辺 10 ㎝の高さ 10 ㎝の正方形の面積 

＝      〃     平行四辺形の面積 

 

面は無限の平行線の重なりで、立体は無限の平方面の重なりでつくられて

いる。（カヴァリエリの原理） 
 

 

 

細かいものとは、細長い長方形である。 

 

∫f(x)dx            ∫は SUM、∑(和) 

 

f(x)dx は長方形の 

たて f(x) ― 関数の値、長方形のたて 

横 dx ― 小さな幅、長方形の横 

 

 

    

   

         

  f(x)dx (長方形)   

  f(x)        

         

 dx       
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２． インテグラル（integral） 

 

y=f(x)を x で積分するときに、 

∫f(x)dx と書く（積分したものをたし算する） 

 

∫インテグラル S 字型をしているのは合計(SUM、integral)を表わす 

 

つまり、f(x)dx と限りなく小さな x をかけ算したものを、 

∫その x を分割した数だけ足し合わせる記号である。 
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３． 積分は微分の逆の操作 

 

f(x) = ୢ
ୢ୶∫ f(t)dtଶ

  （ルベーグの公式） 

 

関数 f を積分したものを F で表わす。 
車の速度 y と時間 t の関係を表すと、 
速度×時間は距離なので、面積は距離 F(t)になる。 
 
T 時間後の距離は、 
F(T) = ∫ f(t)dt

  ― ① 
 
また、時間がわずか△t だけ過ぎたときの距離△F(t)は、 
f(t) = ୢ

ୢ୲
F(t) ― ② 

 
と表せる。すなわち積分したものを微分すると元に戻る。 

 




